佐久穂町アウトドアアクティビティ創生事業補助金交付要綱

（趣旨）
第１条　この告示は、町内でアウトドアアクティビティ体験型事業（以下、「アウトドアアクティビティ」という。）の企画立案と運営を通じて、地域の振興及び活性化に寄与する町内事業者等に対し補助金を交付することについて、佐久穂町補助金等交付規則（平成17年規則第38号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
（定義）
第２条　この告示において、アウトドアアクティビティとは、次のいずれかに該当する事業とする。
[bookmark: _Hlk155363360]（１）自然空間で行う体験活動全般
（２）その他、屋外で行う活動で町長が認めるもの
[bookmark: _Hlk155365230]（補助対象者）
第３条　補助金の交付対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次の各号の全てに該当するものとする。
（１）個人事業者又は法人であって、本補助金申請時点において、町内に事業所を有すること。
（２）町税の滞納がないこと。
（３）町内において、前条に規定する事業を５年以上継続的に実施できること。
（補助対象経費、補助率等）
第４条　補助金の交付の対象となる経費及び補助率等は別表のとおりとし、予算の範囲内において補助金を交付する。ただし、補助対象経費に係る消費税及び地方消費税相当額は除くものとする。
２　前項の場合において、算出した補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
３　事業者に対する補助金の交付は年１回限りとし、年度内に完了する事業とする。
（対象外経費）
第５条　本事業において、次の各号に該当するものは補助の対象としない。
(１)汎用性が高く、他の事業に流用が可能と認められる備品等
(２)施設、備品等の修繕及び改修等に要する経費
(３)事業に関係のない広告宣伝に係る経費
(４)過去に補助金の交付を受けた同種のアウトドアアクティビティにかかる経費
(５)食糧費、視察旅費、交際費、慶弔費、積立金
(６)賞品、記念品等、個人支給品に係る経費
(７)事務所等の維持管理経費
[bookmark: _Hlk159838086](８)構成員に対する謝礼、人件費
(９)他の団体への負担金、補助金
（補助金交付申請）
[bookmark: _Hlk155774037]第６条　補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、佐久穂町アウトドアアクティビティ創生事業補助金交付申請書（様式第１号）に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。
(１)事業計画書
(２)事業収支予算書
(３)補助対象経費内訳書
(４)備品等を購入する場合にあっては、その規格、性能等を明らかにする書類
[bookmark: _Hlk155774239](５)申請者が法人の場合は定款の写し（法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類）
(６)その他町長が必要と認める書類
（補助金交付決定等）
[bookmark: _Hlk155774972][bookmark: _Hlk155775141]第７条　町長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、内容を審査のうえ、適当と認めるときは、佐久穂町アウトドアアクティビティ創生事業補助金交付決定通知書（様式第２号）により、適当でないと認めるときは、佐久穂町アウトドアアクティビティ創生事業補助金不交付決定通知書（様式第３号）を、申請者にそれぞれ通知するものとする。
２　町長は、前項の交付を決定する場合には、補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付するものとする。
[bookmark: _Hlk155775236]３　申請者は、事業内容や補助金交付決定額に変更が生じる場合には、佐久穂町アウトドアアクティビティ創生事業補助金変更承認申請書（様式第４号）により、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
[bookmark: _Hlk155775350]４　町長は、前項の補助金変更承認申請書の提出があったときは、内容を審査のうえ、適当と認めるときは、補助金額を決定し、佐久穂町アウトドアアクティビティ創生事業補助金変更交付決定通知書（様式第５号）により申請者に通知するものとする。
（実績報告）
第８条　申請者は、補助対象事業が完了したときは、佐久穂町アウトドアアクティビティ創生事業補助金実績報告書（様式第６号）に次に掲げる書類を添えて、当該補助事業完了後30日を経過する日又は補助金の交付の決定があった日の属する年度の３月31日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。
(１)事業実績書
(２)事業収支決算書
(３)事業の実施状況が確認できる写真等
(４)領収書等の写し又は支払を証明する書類
(５)その他町長が必要と認める書類
（補助金の額の確定）
[bookmark: _Hlk155777167]第９条　町長は、前条に規定する実績報告書の提出があったときは、内容の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、適当と認めるときは、補助金の額を確定し、佐久穂町アウトドアアクティビティ創生事業補助金交付確定通知書（様式第７号）により申請者に通知するものとする。
（補助金の交付）
[bookmark: _Hlk155779218]第10条　申請者は、前条の規定により交付の確定した補助金の支払を受けようとするときは、佐久穂町アウトドアアクティビティ創生事業補助金交付請求書（様式第８号）を町長に提出しなければならない。
２　町長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を支払うものとする。
（補助金の返還）
第11条　町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(１)この告示の規定に違反したとき。
(２)事業の実施について、不正の行為が認められるとき。
(３)購入した備品等を転売したとき。
（書類の整備等）
第12条　補助金の交付を受けた者は、対象事業に関する収入及び支出を明らかにした帳簿等の証拠書類を整備し、補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から５年間保管しなければならない。
（財産の処分制限）
第13条　規則第20条第１項第２号に規定する機械及び重要な器具は、取得価格50万円以上の機械及び器具とする。
（その他）
第14条　この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附　則
この告示は、公布の日から施行し、令和６年４月１日から適用する。


別表（第４条関係）
	補助対象経費
	補助率
	補助上限額

	事業を行うために必要な広告宣伝費、ホームページ作成費、アドバイザー費、備品購入費等及びその他必要な経費で町長が認める経費
	1/2
	200万円





様式第１号（第６条関係）
　　年　　月　　日

（宛先）佐久穂町長

住　　所
事業者名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　電　　話

佐久穂町アウトドアアクティビティ創生事業補助金交付申請書

　佐久穂町アウトドアアクティビティ創生事業補助金の交付を受けたいので、下記のとおり申請します。なお、交付要件を確認するため、町税等の納付状況について、公簿確認されることを承諾します。

記

１　交付申請額　　金　　　　　　　円

２　添付資料　
（１）事業計画書
（２）事業収支予算書
（３）補助対象経費内訳書
（４）備品等を導入する場合にあっては、その規格、性能等を明らかにする書類
[bookmark: _Hlk155859965]（５）申請者が法人の場合は定款の写し（法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類）
（６）その他町長が必要と認める書類
	【町記入欄】
※町税等納付状況確認
	





様式第２号（第７条関係）
指令第　　　　　号
　　年　　月　　日

　　　　　　　　様


佐久穂町長　


佐久穂町アウトドアアクティビティ創生事業補助金交付決定通知書

　　　　年　　月　　日付で申請のありました佐久穂町アウトドアアクティビティ創生事業補助金につきましては、佐久穂町アウトドアアクティビティ創生事業補助金交付要綱第７条の規定に基づき、次のとおり決定したので通知します。



１　　交付決定額　　金　　　　　　　円



２　　交付の条件



様式第３号（第７条関係）
　　年　　月　　日

　　　　　　　　様


佐久穂町長　


佐久穂町アウトドアアクティビティ創生事業補助金不交付決定通知書

　　　　年　　月　　日付で申請のありました佐久穂町アウトドアアクティビティ創生事業補助金につきましては、佐久穂町アウトドアアクティビティ創生事業補助金交付要綱第７条の規定に基づき、次のとおり交付しないことを決定したので通知します。



１　　不交付決定理由



様式第４号（第７条関係）
　　年　　月　　日

（宛先）佐久穂町長

住　　所
団体名等
　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　電　　話

佐久穂町アウトドアアクティビティ創生事業補助金変更承認申請書


　　　年　　月　　日付　　　　　指令第　　　号で補助金交付の決定を受けた佐久穂町アウトドアアクティビティ創生事業補助金の交付の変更を受けたいので、佐久穂町アウトドアアクティビティ創生事業補助金交付要綱第７条の規定により、関係書類を添えて申請します。

記

１　交付申請額　　金　　　　　　　円

２　補助事業の変更申請額
　　　交付決定額　　金　　　　　　　円
　　　変更申請額　　金　　　　　　　円
　　　増　減　額　　金　　　　　　　円

　３　変更理由

　４　添付書類



様式第５号（第７条関係）
指令第　　　　　号
　　年　　月　　日

　　　　　　　　様


佐久穂町長　


佐久穂町アウトドアアクティビティ創生事業補助金変更交付決定通知書

　　　　年　　月　　日付　　　　　指令第　　　号により決定した佐久穂町アウトドアアクティビティ創生事業補助金の交付決定の内容を、次のとおり変更したので通知します。



１　　補助金の交付決定額
既交付決定額　　　　金　　　　　　　円
　　　変更後交付決定額　　金　　　　　　　円
　　　増　減　額　　　　　金　　　　　　　円


２　　その他



様式第６号（第８条関係）
　　年　　月　　日

　（宛先）佐久穂町長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　　所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　団体名等
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者名

[bookmark: _Hlk155777030][bookmark: _Hlk155777051]佐久穂町アウトドアアクティビティ創生事業補助金実績報告書

　　　　年　　月　　日付　　　　　指令第　　　号で補助金交付の決定を受けた佐久穂町アウトドアアクティビティ創生事業が完了したので、佐久穂町アウトドアアクティビティ創生事業補助金交付要綱第８条の規定に基づき、下記のとおり関係書類を添えて報告します。

記

１　　補助金の交付決定額及び確定を受けたい額
　　　交付決定額　　　　　金　　　　　　円
　　　確定を受けたい額　　金　　　　　　円

２　　事業完了年月日　　　　年　　月　　日

３　　添付書類
　（１）事業実績書
　（２）事業収支決算書
　（３）事業の実施状況が確認できる写真等
　（４）領収書等の写し又は支払を証明する書類
　（５）その他町長が必要と認める書類



様式第７号（第９条関係）
達第　　　　　号
　　年　　月　　日

　　　　　　　　様


佐久穂町長　


[bookmark: _Hlk155777193]佐久穂町アウトドアアクティビティ創生事業補助金交付確定通知書

　　　　年　　月　　日付で　　　　　指令第　　　号により決定した佐久穂町アウトドアアクティビティ創生事業補助金につきましては、　　　年　　月　　日付で提出のありました実績報告書に基づき、次のとおり確定したので通知します。



１　　交付決定額　　金　　　　　　　円



２　　交付確定額　　金　　　　　　　円



様式第８号（第10条関係）
　　年　　月　　日

　（宛先）佐久穂町長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　　所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　団体名等
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者名　　　　　　　　印

[bookmark: _Hlk155779233]佐久穂町アウトドアアクティビティ創生事業補助金交付請求書

　　　年　　月　　日付　　　　　達第　　　号で補助金の額の確定のありました佐久穂町アウトドアアクティビティ創生事業について、下記のとおり請求します。

記

請求金額　　　金　　　　　　　円

	交付確定額
	請求金額

	円
	円




１　　振込先
	金融機関・支店名
	

	口座種別
	

	口座番号
	

	口座名義
	

	口座名義カナ
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1 / 2   佐久穂町 アウトドアアクティビティ 創生 事業 補助金交付要綱     （趣旨）   第１条   この告示は、 町内でアウトドアアクティビティ体験型 事業（ 以下、「アウトドアアクティビ ティ」という。）の企画立案と運営を通じて 、 地域の振興及び活性化 に 寄与する 町内事業者等 に対 し 補助金を交付することについて、佐久穂町補助金等交付規則（平成 17 年規則第 38 号。以下「規 則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。   （定義）   第２条   この告示において、 アウトドアアクティビティ とは、次のいずれかに該当する 事業 とする。   （１） 自然空間で行う体験活動全般   （２） その他 、屋外で行う活動で 町長が認める もの   （補助対象者）   第３条   補助金の交付対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、 次の各号 の全て に該当す るもの とする。   （１） 個人事業者又は法人であって、本補助金申請時点において、町内に事業所を有すること。   （２）町税 の 滞納 がないこと。   （３）町内において 、 前条 に規定する 事業を ５年 以上継続的に実施できる こと。   （補助対象経費、補助率等）   第４条   補助金の交付の対象となる経費及び補助率 等 は別表のとおりと し、予算の範囲内において 補助金を交付する。 ただし、補助対象経費に係る消費税及び地方消費税相当額は除く ものとする 。   ２   前項の場合において、算出した補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て るものとする。   ３   事業者に対する補助金の交付は年１回限りとし、年度内に完了する事業とする。   （対象外 経費 ）   第５条   本事業において、 次の各号に該当する もの は補助の対象としない。   ( １ ) 汎用性が高く、他の事業に流用が可能と 認められる 備品 等   ( ２ ) 施設、 備品 等 の修繕 及び改修等に要する経費   ( ３ ) 事業に 関係 の ない 広告宣伝 に係る 経費   ( ４ ) 過去 に補助金の交付を受けた同 種 のアウトドアアクティビ ティにかかる 経費   ( ５ ) 食糧費、視察旅費、交際費、慶弔費、積立金   ( ６ ) 賞品、記念品等 、 個人支給品に係る経費   ( ７ ) 事務所等 の 維持管理経費   ( ８ ) 構成員に対する謝礼、人件費   ( ９ ) 他の団体への負担金、補助金   （補助金交付申請）   第６条   補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、佐久穂町 アウトドアア クティビティ 創生 事業 補助金 交付申請書（様式第１号）に、次に掲げる書類を添えて、町長に提 出するものとする。   ( １ ) 事業計画書   ( ２ ) 事業収支予算書   ( ３ ) 補助対象経費内訳 書   ( ４ ) 備品等を 購入 する場合にあっては、その規格、性能等を明らかにする書類   ( ５ ) 申請者が法人の場合は定款の写し（法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類）   ( ６ ) その他町長が必要と認める書類  

